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町 の 人 口 

Ga月末日現在） 

総人口 8, 877人 

4, 1 70人 

4, 70?人 

世帯数 2, 674世帯 

男
 
女
 

『〇 

と
 
じ
 
て
 
保
 
存
 
し
 

て
 
下
 
さ
 

第
八
回
全
国
身
体
障
害
者
 

ス

ポ

ー

 ッ

大

会

開

催

 

ー
赤
池
町
か
ら
中
村
昭
吾
さ
ん
が
出
場
ー
 

二
種
目
に
金
・
銅
メ
ダ
ル
を
手
に
ク
 

雄
大
な
桜
島
を
背
景
に
県
立
鴨
池
陸
 

上
競
技
場
で
十
一
月
十
一
日
（
土
）
十
 

二
日
（
日
）
 
の
両
日
、
北
は
北
海
道
か
 

い。 

ら
南
は
沖
縄
ま
で
選
手
、
役
員
合
せ
て
 

一
一
千
余
名
の
参
加
に
よ
り
競
技
が
行
な
 

わ
 11 

、
秋
の
好
天
の
下
で
体
の
不
自
由
 

ノ
す
 

に
も
め
げ
ず
一
生
懸
命
競
技
し
て
い
る
 

姿
は
、
た
え
ず
微
笑
を
失
わ
ず
観
衆
は
 

感
無
量
に
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
．
 

全
国
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ッ
大
会
は
 

一
般
の
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
に
単
に
記
録
 

を
競
い
合
う
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
 

ん． 身
体
障
害
者
の
皆
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
 

通
じ
て
お
互
い
の
友
愛
を
深
め
な
が
ら
 

自
分
自
身
の
力
で
明
る
く
強
く
生
き
て
 

ゆ
く
自
信
と
希
望
を
も
っ
て
い
た
だ
く
 

の
が
ね
ら
い
で
す
。
 

こ
の
他
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
一
 

般
社
会
の
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
 

だ
く
た
め
に
開
か
れ
た
も
の
で
す
。
 

こ
の
ス
ポ
ー
ッ
大
会
に
福
岡
県
選
手
 

団
三
十
四
名
が
参
加
し
、
赤
池
町
か
ら
 

中
村
昭
吾
さ
ん
が
車
椅
子
の
砲
丸
投
げ
 

で
銅
メ
ダ
ル
と
車
椅
子
の
百
メ
ー
ト
ル
 

競
走
で
金
メ
ダ
ル
を
取
り
好
成
績
で
健
 

闘
さ
れ
ま
し
た
。
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衆議院議員総選挙の投票日は 

12 月1 0 日 です 

みんなそ ろ っ て これか ら の政治に 

清き一票を投票しま し ょ う ／ 
一
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カ
 

あ
 

報
 

広
 

か ‘、 け あ
 

報
 

広
 

一
議
会
だ
よ
り
 

昭
和
四
十
七
年
第
十
回
町
議
会
（
臨
 

時
会
）
が
十
一
月
八
日
 
（
金
）
開
か
れ
 

議
案
第
五
十
七
号
は
工
事
請
負
契
約
の
 

締
結
に
つ
い
て
、
議
案
第
五
十
八
号
は
 

赤
池
町
上
野
地
区
簡
易
水
道
設
置
条
例
 

の
制
定
に
つ
い
て
、
議
案
第
五
十
九
号
 

は
福
岡
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
 

約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
議
 

案
五
十
九
号
ま
で
原
案
ど
お
り
可
決
さ
 

れ
ま
し
た
。
 

こ
の
は
か
、
身
体
障
害
（
児
）
者
の
 

医
療
費
無
料
化
と
重
身
障
害
（
児
）
者
 

年
金
制
度
創
設
に
関
す
る
請
願
書
は
主
 

旨
を
了
と
し
て
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
田
川
農
協
赤
池
支
所
建
設
助
成
 

金
に
つ
い
て
の
陳
情
書
は
陳
情
の
要
旨
 

は
採
択
し
助
成
金
額
に
つ
い
て
は
、
財
 

政
あ
る
い
は
営
利
を
目
的
と
し
た
団
体
 

に
対
す
る
町
助
成
等
の
問
題
が
あ
る
の
 

で
こ
の
点
に
つ
き
、
町
長
に
一
任
す
る
 

こ
と
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
 

出
席
議
員
十
七
名
、
欠
席
議
員
一
名
 

衆
議
員
議
員
総
選
挙
及
び
 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
 

日
は
＋
ニ
月
十
日
（
日
）
で
す
。
 

棄
権
を
し
な
い
よ
う
に
隣
近
所
を
お
 

さ
そ
い
の
う
え
投
票
し
ま
し
よ
う
。
 

投
票
時
間
は
午
前
七
時
よ
り
午
後
六
 

時
ま
で
赤
池
、
市
場
地
区
は
赤
池
町
役
 

場
（
旧
第
ニ
公
民
館
）
上
野
地
区
は
上
 

野
小
学
校
体
育
館
（
講
堂
）
炭
坑
地
区
 

赤
池
伏
原
、
高
尾
地
区
は
．
中
尾
保
育
 

所
（
生
活
館
）
の
投
票
所
と
な
っ
て
い
 

ま
す
。
 

開
票
は
即
日
開
票
で
時
間
は
午
後
七
 

時
よ
り
赤
池
町
公
民
館
で
行
い
ま
す
。
 

住
民
（
大
浦
地
区
）
待
望
の
 

消
防
車
配
置
さ
れ
る
 

人
間
の
ハ
ダ
は
感
情
の
鏡
 

人
体
に
と
っ
て
は
着
物
で
あ
り
美
の
 

象
徴
で
も
あ
る
皮
膚
は
、
ま
た
感
情
を
 

う
つ
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
 

そ
う
快
な
気
分
の
と
き
は
皮
膚
の
色
 

つ
や
も
よ
く
、
不
快
な
と
き
に
は
す
ぐ
 

れ
な
い
も
の
で
す
。
 

い
つ
も
明
る
く
ほ
が
ら
か
に
、
は
り
 

を
も
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
皮
膚
の
健
 

康
と
若
さ
を
保
つ
う
え
に
た
い
せ
つ
で
 

す． し
み
は
神
経
質
で
ス
ト
レ
ス
に
弱
い
 

赤
池
町
消
防
で
は
、
昭
和
四
十
七
年
）
『
人
に
お
こ
り
や
す
く
、
恋
を
す
れ
ば
美
 

度
消
防
施
設
整
備
事
業
と
し
て
小
型
動
 
「麟 
し
く
な
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
 

力
ポ
ン
プ
付
積
載
車
を
購
入
し
て
第
一
 
ー
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
り
ま
す
。
 

分
団
第
五
支
所
、
分
所
に
配
置
し
ま
し
 

た。 地
元
分
団
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
 

い
て
同
和
事
業
に
よ
り
建
設
 
（
本
年
 

度
）
計
画
中
の
消
防
車
庫
が
完
成
し
た
 

時
点
で
落
成
と
あ
わ
せ
て
正
式
に
第
六
 

分
団
と
し
て
発
足
し
他
の
分
団
の
団
員
 

数
と
か
ね
あ
わ
せ
て
二
十
名
ー
二
十
五
 

名
程
度
に
な
る
様
に
し
て
い
ま
す
。
 

現
在
は
第
六
分
団
（
仮
称
）
と
し
て
 

消
防
活
動
に
務
め
任
民
に
安
心
出
来
る
 

消
防
分
団
と
な
る
よ
う
団
員
は
は
り
き
 

っ
て
い
ま
す
。
 

田I
川

郡

民

野

球

大

会

 

赤

池

 チ
 
ー
 
ム
 
惜

し

く

も

 

優
 
勝
 
を
 
逸
 
す
 
／
 

恒
例
の
田
川
郡
民
野
球
大
会
は
十
月
 

十
七
日
田
川
高
校
グ
ラ
ン
ド
で
田
川
郡
 

九
ケ
町
村
の
チ
ー
ム
参
加
の
も
と
で
試
 

合
開
始
さ
れ
、
雨
の
中
で
赤
池
町
チ
ー
 

ム
は
川
崎
町
を
降
し
つ
い
で
方
城
町
を
 

乱
戦
の
す
え
に
破
り
、
優
勝
戦
に
ふ
さ
 

わ
し
い
戦
い
を
し
ま
し
た
が
、
惜
し
く
 

も
準
優
勝
に
終
り
ま
し
た
。
 

ま
た
皮
膚
は
全
身
一
枚
で
す
か
ら
、
 

そ
の
一
部
が
荒
さ
れ
る
と
、
顔
の
ハ
ダ
 

も
荒
れ
で
き
ま
す
。
 

顔
の
美
容
に
は
、
ま
ず
か
ら
だ
全
体
 

の
皮
膚
を
美
し
く
保
ち
ま
し
よ
う
。
 

お 

礼
 

一
、
金
一
封
 
有
吉
政
広
殿
 

亡
祖
父
 
実
殿
（
十
二
支
所
）
 

一
、
金
一
封
 
大
久
保
弘
殿
 

亡
母
 
春
子
殿
（
一
支
所
）
 

一
、
金
一
封
 
久
原
浩
一
殿
 

亡
父
 
良
雄
殿
（
七
支
所
）
 

成
績
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。
 

一
回
戦
 

赤
池
町
（
3
）
ー
川
崎
町
 

(

1

)

 

二
回
戦
 
赤
池
町
（
 10 
）
ー
方
城
町
 

へ3
) 

優
勝
戦
 
添
田
町
（
2
）、ー 

池
町
 

(1
) 

赤
池
町
メ
ン
バ
ー
 

（
主
将
）
安
武
憲
明
（
投
手
）
清
原
あ
 

つ
し
（
野
手
）
青
木
等
，
徳
永
清
隆
、
 

河
野
進
一
、
沼
口
富
男
、
山
尾
繁
樹
、
 

長
谷
川
孝
、
長
谷
川
浩
（
以
上
赤
池
 

町
役
場
）
山
本
克
弘
、
藤
井
誠
二
、
柴
 

田
政
文
（
以
上
赤
池
ク
ラ
ブ
）
 

尚
、
赤
池
町
チ
ー
ム
は
町
民
野
球
大
 

会
で
優
勝
し
た
チ
ー
ム
が
代
表
し
て
出
 

場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
今
回
 

は
優
勝
チ
l

ム
 
（
モ
ン
キ
ー
ズ
）
が
都
 

合
に
よ
り
出
場
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
 

で
準
優
勝
の
赤
池
町
役
場
チ
l

ム
が
出
 

場
し
ま
し
た
。
 

晴
れ
の
生
存
者
叙
勲
で
村
上
 

正
行
さ
ん
受
与
さ
れ
る
 

十
一
月
三
日
（
文
化
の
日
）
に
元
赤
 

池
町
教
育
委
員
長
の
村
上
正
行
さ
ん
が
 

勲
五
等
旭
日
章
を
受
与
さ
れ
ま
し
た
。
 

一
、
金
一
封
 
小
松
て
る
子
殿
 

亡
長
女
 
真
澄
殿
（
二
十
二
支
所
）
 

一
、
金
一
封
 
岡
部
益
翁
殿
 

亡
妻
 
松
殿
（
十
三
支
所
）
 

一
、
金
一
封
 
早
谷
久
殿
 

亡
母
 

カ
メ
殿
（
八
支
所
）
 

以
上
は
香
典
返
し
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
 

れ
社
会
福
祉
協
議
「
本
へ
寄
吋
さ
れ
ま
し
 

た。 

一
 

農
地
法
第
三
条
関
係
に
つ
い
 

て
（
農
地
又
は
、
採
草
放
牧
 

地
の
権
利
移
動
の
制
限
）
 

農
業
又
は
、
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
 

所
有
権
等
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
省
 

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
 

が
県
知
事
の
許
可
（
個
人
が
そ
の
住
所
 

の
あ
る
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
 

又
は
、
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
こ
れ
ら
 

の
権
利
を
取
得
す
る
場
合
政
令
で
定
め
 

る
場
合
を
除
く
）
に
は
農
業
委
員
会
の
 

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

又
、
農
地
や
、
採
草
放
牧
地
を
買
っ
 

た
り
借
り
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
た
 

び
の
農
地
法
の
改
正
に
よ
り
、
す
べ
て
 

の
場
合
権
利
取
得
後
の
面
積
で
計
算
す
 

る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
制
限
面
積
は
、
 

都
府
県
で
は
、
今
ま
で
よ
り
、
二
十
ァ
 

ー
 J 

ー
ル
 
（
二
反
）
引
上
げ
ら
れ
て
、
五
十
 

ア
ー
ル
 
（
五
反
）
に
な
り
ま
し
た
（
 

つ
ま
り
農
地
や
採
草
放
牧
地
ご
と
に
 

取
得
後
、
五
十
ァ
ー
ル
（
五
反
）
以
上
 

に
な
ら
な
け
れ
ば
許
可
さ
れ
な
く
な
り
 

ま
し
た
。
 

（
農
地
転
用
の
制
限
）
 

農
地
法
第
四
条
関
係
に
つ
い
て
本
人
 

所
有
の
農
地
を
、
本
人
名
儀
に
て
農
地
 

以
外
（
宅
地
等
）
の
も
の
に
す
る
場
合
 

を
農
地
法
第
四
条
と
い
い
、
そ
の
者
は
 

省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
都
府
県
知
 

事
の
許
可
、
 

（
そ
の
者
が
同
一
事
業
の
 

目
的
に
供
す
る
た
め
ー
ー
ヘ
ク
タ
ー
ル
 

（
二
町
）
を
こ
え
る
農
地
を
農
地
以
外
 

の
も
の
に
す
る
場
合
に
は
、
農
林
大
」
臣
 

の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 

ん。 
農
地
法
第
五
条
関
係
に
つ
い
て
農
地
を
 

農
地
以
外
（
宅
地
等
）
の
も
の
に
す
る
 

た
め
又
は
、
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
 

（
農
地
を
除
く
）
に
す
る
た
め
本
人
所
有
 

農
地
を
第
三
者
に
移
転
す
る
場
合
農
地
 

法
第
五
条
と
い
い
省
令
で
定
め
る
と
こ
 

ろ
に
よ
り
、
当
事
者
が
都
府
県
知
事
の
 

許
可
（
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得
す
る
者
 

が
同
一
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
ー
ー
 

ヘ
ク
タ
ー
ル
 
（
二
町
）
を
こ
え
る
農
地
 

又
は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
 

に
つ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
場
合
に
は
 

農
林
大
臣
の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

た
だ
し
こ
の
限
り
で
な
い
場
合
も
あ
 

り
ま
す
の
で
、
事
務
手
続
等
に
つ
い
て
 

は
農
業
委
員
会
事
務
局
へ
お
問
い
合
せ
 

下
さ
い
。
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、
 

固
定
資
産
評
価
員
は
自
治
省
で
定
 

』
」
め
ら
れ
た
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
 

、
 
に
従
い
評
価
を
す
る
の
で
す
が
、
評
 

、
価
の
均
衡
、
適
正
を
図
る
 

《
一
た
め
原
則
と
し
て
一
団
体
 

（ 
に
一
人
と
い
う
こ
と
で
 

”
、
す
。
 

《
h
 

又
、
固
定
資
産
の
評
価
 

『
“
の
公
正
を
期
す
る
た
め
現
 

へ
行
制
度
上
、
地
方
団
体
の
 

、
議
会
議
員
、
農
業
委
員
及
 

（
び
固
定
資
産
評
価
審
査
委
 

固定資産評価員には 

員
を
か
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

固
定
資
産
評
価
員
は
町
長
が
議
会
 

の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
も
の
で
 

赤
池
公
民
館
句
会
 

ホ
ト
ト
ギ
ス
同
人
 

白
石
天
留
翁
 
選
 

学
童
も
か
ら
れ
タ
闇
稲
運
ぶ
 

雁
や
宿
著
の
衿
を
か
き
合
は
す
 

冬
ざ
れ
の
尋
常
な
ら
ず
刑
場
比
 青

 
甫
 

駒
 
女
 

そ
の
女
 

す。 選
任
に
あ
た
っ
て
は
、
固
定
資
産
 

の
評
価
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
 

どんな人が選ばれるか 

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
 

固
定
資
産
評
価
員
の
主
 

な
仕
事
は
当
該
の
土
地
又
 

は
家
屋
の
評
価
を
し
な
け
 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

固
定
資
産
評
価
員
は
評
 

価
調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
 

を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
 

ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

一・“・“．・”，.'''''.．・’''..,'”・．．い‘・，I.'''',,''‘・．‘・”・，..'”・，‘・‘’・1，・‘'‘. 

落
葉
掻
き
す
ら
性
格
の
出
て
を
り
し
 

水
心
子
 

つ
づ
け
さ
ま
雨
の
銀
杏
落
ち
に
け
り
 

池
に
引
く
水
音
高
し
十
三
夜
 

春
 
翁
 

か
ね
よ
し
 

老
い
て
な
ほ
為
す
仕
事
あ
り
落
葉
焚
く
 

菊
 
次
 

た
た
ず
ま
う
岩
冷
や
か
に
あ
り
に
け
り
 

昭
 
女
 

時
貞
の
墓
標
鶏
頭
よ
り
低
く
 

一 

歩
 

注
 
時
貞
 

天
草
四
郎
時
貞
の
こ
と
 

赤
池
俳
譜
の
鬼
才
句
狂
氏
の
句
を
し
 

ば
ら
く
連
載
い
た
し
ま
す
。
 



(4) か ‘、 け あ
 

報
 

広
 

交
 
通
 
規
 
則
 
を
 

守
 
り
 
ま
 
し
 
ょ
・
つ
 

県
交
通
課
、
田
川
警
察
署
交
通
課
の
 

主
催
で
十
一
月
七
日
午
前
十
一
時
よ
り
 

午
後
十
二
時
三
十
分
ま
で
中
尾
保
育
所
 

に
お
い
て
園
児
達
に
交
通
規
則
に
つ
い
 

て
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
 

園
児
達
は
交
通
巡
視
員
の
お
姉
さ
ん
 

け
 

い
 

か
 

あ
 

n
反
 

山
章
t
 

広
 

にv 
一 

青

少

年

の

非

行

防

止

に

つ

 

い

て

 
（
そ
の
一
一
）
 

十
二
月
は
各
家
庭
や
職
場
共
に
多
忙
 

な
時
で
す
。
 

そ
の
反
面
青
少
年
の
悪
へ
の
誘
い
の
 

手
が
一
番
多
い
時
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
を
 

楽
し
み
勉
学
に
励
み
次
の
世
代
を
に
な
 

う
明
る
い
青
少
年
を
非
行
か
ら
守
る
の
 

は
父
母
、
兄
姉
の
責
務
と
思
い
ま
す
。
 

町
長
を
先
頭
に
教
育
委
員
会
、
青
少
 

年
補
導
委
員
は
学
校
補
導
又
は
警
察
と
 

縦
横
の
つ
な
が
り
を
と
り
非
行
防
止
に
 

と
り
く
ん
で
い
ま
す
が
わ
ず
か
な
人
数
 

で
は
ど
う
し
て
も
網
の
目
を
も
れ
る
の
 

で
す
。
 

皆
さ
ん
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
 

す
。
犯
罪
へ
足
を
踏
み
込
む
の
は
シ
ン
 

ナ
ー
遊
び
、
タ
バ
コ
、
怠
学
等
か
ら
で
 

す。 そ
の
シ
ン
ナ
ー
遊
び
で
田
川
署
に
補
 

導
さ
れ
た
件
数
（
氷
山
の
一
角
）
は
残
 

念
な
事
に
赤
池
町
が
二
指
に
数
え
ら
れ
 

ま
す
。
 

シ
ン
ナ
ー
の
恐
し
さ
を
現
代
の
青
少
 

年
は
と
の
よ
う
に
考
え
て
る
か
周
囲
全
 

体
の
責
任
と
し
て
関
心
を
も
ち
絶
対
に
 

シ
ン
ナ
ー
遊
び
等
を
や
め
さ
せ
、
そ
し
 

て
一
日
も
早
く
赤
池
町
か
ら
追
放
し
て
 

し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

明
る
い
町
づ
く
り
は
青
少
年
の
非
行
 

防
止
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
シ
ン
ナ
ー
 

乱
用
等
の
少
年
の
実
態
は
下
の
表
の
と
 

お
り
で
す
。
 

達
の
人
形
劇
や
腹
話
術
に
お
お
よ
ろ
こ
 

び
で
し
た
。
 

又
横
断
歩
道
を
渡
る
と
き
の
注
意
、
 

信
号
機
を
見
て
渡
を
と
き
の
注
意
等
に
 

対
し
か
っ
ぱ
つ
な
意
見
や
質
問
が
で
て
 

交
通
課
の
人
達
も
び
っ
く
り
し
て
い
た
 

の
が
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。
 

な
お
皆
さ
ん
も
年
末
は
多
忙
な
毎
日
と
 

思
い
ま
す
。
交
通
規
則
を
守
り
事
故
を
 

な
く
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

4 

公

給

領

収

証

を

 

受
け
と
り
ま
し
ょ
・
つ
 

公
給
領
収
証
は
I
料
理
飲
食
等
消
費
 

税
4

を
納
め
た
し
る
し
に
渡
す
も
の
で
 

料
理
店
用
、
旅
館
用
、
飲
食
店
用
の
三
 

種
類
が
あ
り
ま
す
。
 

た
と
え
ば
、
料
亭
、
料
理
店
、
バ
ー
 

キ
ヤ
バ
レ
ー
、
旅
館
、
飲
食
店
，
喫
茶
 

店
等
で
遊
興
飲
食
ま
た
は
宿
泊
、
休
憩
 

そ
の
他
の
利
用
行
為
を
し
た
と
き
料
金
 

に
対
し
て
一
割
の
課
税
が
さ
れ
る
も
の
 

で
す
。
 

こ
の
よ
う
な
と
き
は
必
ず
公
給
領
収
 

証
を
お
受
け
と
り
く
だ
さ
い
。
 

尚
、
旅
館
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
で
は
免
 

税
点
が
適
用
さ
れ
て
課
税
さ
れ
な
い
場
 

合
が
あ
り
こ
の
と
き
は
領
収
証
の
発
行
 

を
免
除
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

県

営

住

宅

入

居

 

申

込

受

付

開

始

 

現
在
建
設
さ
れ
て
い
る
県
営
住
宅
 

（
板
屋
団
地
）
に
入
居
申
込
み
希
望
き
 

れ
る
方
は
左
記
の
要
領
で
申
込
み
し
て
 

下
さ
い
。
 

1
、
入
居
申
込
期
日
 

自
十
一
月
二
＋
七
日
 

至
十
二
月
六
日
 

（
日
曜
、
祭
日
は
除
く
、
土
曜
日
の
十
 

二
時
三
十
分
以
降
を
除
く
）
 

2
．
規
格
及
び
構
造
 

2
D
K

（
三
畳
、
六
畳
、
台
所
）
 

簡
易
二
階
建
第
一
種
 

3
、
家
賃
 

ー
ケ
月
 

六
千
九
百
円
 

4
、
入
居
予
定
 

昭
和
四
十
八
年
三
月
下
旬
 

5
．
建
設
戸
数
 

二
十
四
戸
 

な
お
詳
し
い
こ
と
は
 

赤
池
町
役
場
建
設
課
へ
お
問
い
合
せ
 

下
さ
い
。
 

「
赤
 
池
 
町
 

飼

い

犬

取

締

条

例

」

 

（
捨
て
犬
の
禁
止
）
 

第
四
条
 
飼
い
主
が
飼
い
犬
の
飼
育
を
 

止
め
る
場
合
は
、
新
た
に
飼
い
主
が
あ
 

る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
飼
い
犬
を
狂
犬
 

予
病
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
一
 

j 

百
四
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
狂
 

犬
病
予
防
員
又
は
町
長
に
引
き
渡
さ
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
清
潔
の
保
持
）
 

第
五
条
 
飼
い
主
は
、
つ
ね
に
飼
い
犬
 

を
保
育
し
て
あ
る
場
所
の
内
外
を
清
潔
 

に
し
、
畜
犬
の
ふ
ん
尿
そ
の
他
の
汚
物
 

を
衛
生
的
に
処
理
し
、
こ
ん
虫
等
の
発
 

生
の
防
止
及
び
駆
除
の
た
め
必
要
な
措
 

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
 

（
こ
う
傷
事
故
防
止
等
の
措
置
）
 

第
六
条
 
町
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
 

違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
飼
い
主
又
は
 

前
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
い
 

な
い
と
認
め
る
飼
い
主
に
対
し
、
こ
う
 

傷
事
故
防
止
認
は
、
清
潔
保
持
の
た
め
 

必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
 

と
が
で
き
る
 

（
こ
う
傷
事
故
発
生
時
の
措
置
）
 

第
七
条
 
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
と
き
 

は
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
町
長
に
届
 

け
出
る
と
と
も
に
そ
の
飼
い
犬
に
つ
い
 

て
獣
医
師
の
検
診
を
受
け
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
．
 

2
、
前
項
の
人
を
か
ん
だ
飼
い
犬
の
飼
 

い
主
は
、
そ
の
犬
が
逃
げ
た
り
人
に
危
 

害
を
加
え
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
と
と
 

も
に
厳
重
な
鎖
、
綱
等
で
つ
な
ぎ
、
も
 

し
く
は
堅
固
な
お
り
に
入
れ
て
お
か
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
の
期
間
は
、
そ
の
犬
が
人
を
か
ん
 

だ
日
か
ら
二
週
間
以
上
と
す
る
。
 

以
上
は
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
 

条
例
の
抜
す
い
で
す
。
 

次
号
に
て
条
例
を
連
載
し
ま
す
。
 

住

み

よ

い

社

会

も

よ

い

町

も

 

み

ん

な

明

る

い

家

庭

か

ら

 

の

び

ゆ

く

家

庭

の

十

二

章

 

1
、
ほ
め
方
と
さ
と
し
方
で
よ
い
し
つ
 

ユJ
。 

2
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
親
は
手
本
に
な
 

っ
て
い
る
。
 

3
、
両
親
も
子
供
心
に
な
っ
て
い
る
。
 

4
、
子
の
様
子
知
っ
て
い
る
の
が
親
の
 

役
 

5
、
子
供
と
の
約
東
ま
も
る
よ
い
家
 

庭。 

6
、
物
よ
り
も
心
を
子
供
に
与
え
よ
 

・つ。 

7
、
子
の
立
場
‘
親
の
立
場
を
認
め
合
 

い0 

8
、
何
事
も
気
安
く
話
す
子
に
育
て
 

9
、
い
つ
ま
で
も
子
供
子
供
と
思
わ
ず
 

こ。 

10 

、
か
げ
口
や
悪
ロ
な
く
す
家
の
中
 

11 

、
ど
こ
の
子
で
も
み
ん
な
我
が
子
大
 

事
な
子
。
 

12 

、
子
は
十
色
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
色
 

に
咲
き
。
 

保護者の関心度関心度 

関 L 」い 

度 別 

知っていた 

（注意した） 

知 ら な 

か っ た 
計 

人 ―員 

(%) 

50 

(43.5) 

65 

(56.5) 

115 

(100%) 

別 動 

動機別 友人関係 
マスコミ 

関 係 
好奇心 常 習 計 

人 員 

(%) 

79 

(68.7) 

1 

(0.9) 

12 

(10.4) 

23 

(20.0) 

115 

(100%) 

別
 

区
 

地
 

住
 

居
 

地
 
区
 
別
 

田Jl 市 香
 
春
 
町
 

赤
 
池
 
町
 

方
 
城
 
町
 

金
 
田
 
町
 

糸
 
田
 
町
 

赤
 

村
 

管 外 

計
 

東
 
区
 

西
 
区
 

川
崎
町
 

大
任
町
 

添
田
町
 

そ
の
他
 

人員 

(%) 

15 

(13.0) 

10 

(8.7) 

19 

(16.5) 

18 

町
 

7 

(6.1) 

11 

(9.6) 

10 

(8.7) 

3 

(2.6) 

6 

(5.2) 

10 

(8.7) 

3 

(2.6) 

3 

(2.6) 

115 

a叩％) 

十

ニ

月

は

 

歳

末

納

税

強

調

月

間

 

十
二
月
は
、
固
定
資
産
税
の
最
終
納
 

期
限
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
毎
年
歳
末
 

納
税
強
調
月
間
と
い
う
こ
と
で
納
税
の
 

推
進
に
当
っ
て
い
ま
す
。
 

昭
和
四
十
七
年
も
今
月
限
り
で
す
。
 

納
税
組
合
長
を
始
め
納
税
者
の
皆
さ
ん
 

の
ご
協
力
に
よ
っ
て
鋭
意
推
進
さ
れ
て
 

き
ま
し
た
。
 

残
さ
れ
た
ー
ケ
月
で
す
が
「
納
期
の
 

厳
守
」
を
目
標
に
こ
の
歳
末
納
税
強
調
 

月
間
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

年
末
年
始
の
 

郵
便
物
取
扱
い
に
つ
い
て
 

年
末
年
始
に
は
郵
便
物
が
ぼ
う
大
な
 

量
に
ふ
え
ま
す
の
で
次
の
事
項
に
つ
い
 

て
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
 

す。 
H
 
年
賀
状
の
差
し
出
し
は
早
め
に
遅
 

く
と
も
十
二
月
二
十
二
日
頃
ま
で
に
 

お
出
し
下
さ
い
。
 

目
 
小
包
は
十
二
月
十
五
日
頃
ま
で
に
 

お
出
し
下
さ
い
。
 

目
 
年
賀
郵
便
に
は
必
ず
郵
便
番
号
を
 

記
入
の
上
お
出
し
下
さ
い
。
 

四
 
あ
て
名
は
正
し
く
は
っ
き
り
と
書
 

い
て
下
さ
い
。
 

以
上
の
こ
と
を
特
に
お
願
い
し
ま
 

す。 
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お
 
知
 
ら
 
せ
 

昭
和
四
十
八
年
度
新
入
学
 

児
童
の
健
康
診
断
及
び
知
能
 

テ
ス
ト
の
実
施
案
内
 

昭
和
四
＋
八
年
四
月
に
一
年
生
と
し
 

て
、
新
し
く
入
学
す
る
児
童
に
対
し
健
 

康
診
断
を
行
い
心
身
の
状
況
を
調
べ
る
 

た
め
に
実
施
し
ま
す
。
 

1
 
該
当
者
 

昭
和
四
十
一
年
四
月
二
日
ー
 

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
 

れ
た
者
 

2
 
学
校
別
日
時
、
場
所
 

イ
、
市
場
小
学
校
区
 

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
四
日
（
月
）
 

午
後
一
時
三
十
分
 

場
所
 
市
場
小
学
校
 

ロ
、
上
野
小
学
校
区
 

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
二
日
 

（
木
）
午
後
一
時
三
十
分
 

場
所
 
上
野
小
学
校
 

尚
、
当
日
は
父
兄
同
伴
で
特
別
な
準
備
 

な
ど
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

魯
 

昭
和
四
十
八
年
度
 

職
業
訓
練
生
募
集
案
内
 

1
、
募
集
期
間
 

自
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
九
日
 

全
昭
和
四
十
八
年
二
月
七
日
 

2
、
応
募
資
格
 

中
学
・
高
校
卒
者
及
び
一
般
求
職
者
 

で
、
義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
の
学
力
 

を
有
し
心
身
共
健
全
な
人
 

3
、
応
募
手
続
 

A
入
校
願
（
所
定
の
も
の
）
 

B
最
終
学
校
の
成
績
証
明
書
 

c
健
康
診
断
書
 

D
写
真
（
正
面
上
半
身
脱
帽
ラ
イ
カ
 

版） 
但
し
、
新
規
学
卒
者
は
入
校
願
と
職
 

業
相
談
の
み
で
可
）
 

尚
、
詳
細
は
も
よ
り
の
公
共
職
業
安
定
 

所
か
当
校
に
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
 

ク
リ
ス
マ
ス
子
供
会
 

指
導
者
研
修
会
案
内
 

1
 
日
時
 

十
二
月
十
七
日
・
（
日
）
 

午
前
＋
時
 

2
 
場
所
 

赤
池
町
公
民
館
 

※
 
ク
リ
ス
マ
ス
の
日
に
各
地
区
の
つ
 

ど
い
で
ゲ
ー
ム
す
る
と
き
、
リ
ー
ダ
ー
 

の
養
成
の
た
め
の
研
修
会
で
す
。
 

み
ん
な
気
軽
に
参
加
し
て
下
さ
い
。
 

少
年
・
少
女
 

サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会
 

少
年
少
女
の
体
位
の
向
上
と
交
通
マ
 

ナ
ー
の
習
得
を
は
か
り
、
野
外
ス
ポ
ー
 

ッ
活
動
に
よ
る
相
互
の
親
睦
や
交
流
を
 

つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
 

1
 
主
催
 
赤
池
町
公
民
館
 

赤
池
町
体
育
振
興
協
議
会
 

2
 

日
時
 

十
二
月
三
日
 
（日） 

午
前
八
時
三
十
分
 

3
 
集
合
場
所
 

赤
池
町
公
民
館
裏
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
 

4
 
資
格
 
町
在
住
小
学
校
三
年
生
ー
 

十
八
才
末
満
の
人
 

尚
、
参
加
者
全
員
に
記
念
品
を
さ
し
あ
 

げ
ま
す
。
 

ま
た
詳
し
い
こ
と
は
赤
池
町
公
民
館
 

へ
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。
 

ク
青
年
諸
君
ー
 

ク
リ
ス
マ
ス
若
者
の
 
つ
ど
い
 

に
参
加
し
ま
し
ょ
う
 

赤
池
町
公
民
館
で
は
、
青
年
ク
リ
ス
 

マ
ス
の
つ
ど
い
を
左
記
の
要
項
で
開
催
 

い
た
し
ま
す
。
 

記
 

1
日
時
 
12 

月
 23 

日
（
土
）
午
後
七
時
 

2
場
所
 
赤
池
町
公
民
館
 

3
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

第
一
部
 
と
も
し
び
の
つ
ど
い
 

第
二
部
 
み
ん
な
で
楽
し
く
 

第
三
部
 
わ
か
れ
の
つ
ど
い
 

こ
の
他
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
た
く
さ
 

ん
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

町
内
青
年
諸
君
多
数
の
参
加
を
お
待
 

ち
し
て
お
り
ま
す
。
 

吟
 
詠
 
会
 
に
 

入
会
し
ま
せ
ん
か
 

毎
週
金
曜
日
の
タ
方
町
公
民
館
の
一
一
 

階
か
ら
力
と
熱
の
入
っ
た
張
り
の
あ
る
 

声
が
流
れ
て
い
ま
す
。
 

「
踏
み
破
る
千
山
万
撒
の
煙
 

」 

こ
れ
は
赤
池
吟
詠
会
の
皆
さ
ん
の
熱
気
 

あ
ふ
れ
る
学
習
の
ー
コ
マ
で
す
。
 

腹
の
底
か
ら
身
体
全
体
を
一
丸
と
し
 

て
出
す
声
、
社
会
の
喧
喋
と
人
生
の
あ
 

わ
た
だ
し
さ
を
し
ば
し
忘
れ
て
輝
や
く
 

明
日
へ
の
ェ
ネ
ル
ギ
ー
を
養
な
う
か
の
 

よ
う
に
 

男
女
共
々
、
吟
詠
会
で
は
 

町
民
の
皆
さ
ん
の
加
入
を
お
待
ち
し
て
 

い
ま
す
。
男
女
の
年
令
は
問
い
ま
せ
 

ん。 指
導
さ
れ
る
先
生
は
大
家
、
芦
馬
鷹
 

洲
先
生
以
下
六
人
の
方
々
が
一
人
ノ
‘
、
・
 

親
切
丁
寧
に
指
導
さ
れ
ま
す
。
 

お
間
い
合
せ
は
町
公
民
館
か
藤
井
薬
 

局
、
香
月
硝
子
店
、
又
は
市
場
校
教
諭
 

仲
島
利
昭
氏
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。
 

赤
池
町
公
民
館
句
会
に
 

入
会
し
ま
せ
ん
か
 

毎
週
木
曜
日
の
タ
方
池
田
利
文
氏
宅
 

に
お
い
て
句
会
が
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
旬
会
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
同
人
、
白
 

石
天
留
翁
先
生
の
指
導
の
も
と
に
俳
句
 

の
神
髄
を
探
究
し
て
い
ま
す
。
 

入
会
希
望
者
は
下
田
昭
市
氏
又
は
池
 

田
利
文
氏
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。
 

広
報
あ
か
い
け
を
ご
愛
読
く
だ
さ
い
 

ま
し
て
、
ご
意
見
や
投
稿
希
望
な
ど
が
 

あ
り
ま
し
た
ら
ど
し
ど
し
お
寄
せ
下
さ
 

いJ 
又
、
美
し
い
お
話
や
昔
の
い
い
伝
え
 

の
話
し
等
が
あ
れ
ば
係
へ
ご
連
絡
し
て
 

下
さ
い
。
 

役
場
総
務
課
文
書
広
報
係
ま
で
 

お
申
し
出
下
さ
い
。
 


